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※（ ）は沿道が農地として利用
されている区間における幅員

現 状現 状

事業の概要
事業の目的

■交通混雑の緩和 ■交通安全の確保
■沿道騒音の改善 ■災害対策

事業の概要 ・ 進捗状況

区 間

あいおい わかさのちょうつるかめ

（起）兵庫県相生市若狭野町鶴亀
あ こ う ひがしうね

（終）兵庫県赤穂市東有年

道路延長 8.6ｋｍ

構造規格 第３種第１級

設計速度 80ｋｍ／ｈ

車 線 数 ４車線

標準幅員 30ｍ(26m)

計画交通量 27,800台／ 日

全体事業費 324億円

事 業 化 昭和60年度

都市計画決定 平成元年度

用地着手 平成4年度

工事着手 平成8年度

供用延長 0.4km

事業進捗率 約46%(平成26年3月末現在)

用地取得率 約71%(面積ベース、同上）
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一般国道2号 相生有年道路

H27供用予定
延長1.8km



現在の状況 備考

事業の必要性に関する視点

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化
前回再評価時点（H23年
10月）から大きな変化なし

■交通量に大きな変化がなく、
　 交通容量を大きく超過。
■死傷事故が多く、県内平均の
　 事故件数を大きく超過。

２）事業の整備効果
前回再評価時点（H23年
10月）から大きな変化なし

３）事業の投資効果
社会経済情勢等に大きな変
化がないため算出を省略

前回
全体　  Ｂ／Ｃ　１．８
残事業 Ｂ／Ｃ  ３．３

４）地域における計画等
前回再評価時点（H23年
10月）から変化なし

事業の進捗の見込みの視点
進捗率（事業費）　 46％
用地取得率（面積）71％

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点
新技術、新工法の採用など引
き続き検討

再評価の視点

再評価の視点
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一般国道2号 相生有年道路

平成２７年度 延長１．８ｋｍ 

（若狭野町
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供用予定 



事業の進捗の見込みの視点
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一般国道2号 相生有年道路

１）事業の進捗状況
平成２６年度事業内容
・１４-１工区の未供用区間において用地買収、改良工事を実施しています。
・１５工区において用地買収を実施しています。
進捗状況
・平成２５年度末までの進捗は用地進捗率約７１％（面積ベース）、事業進捗率約４６％（事業費ベース）です。
事業進捗上の課題
・全工区において大きな課題はありません。

２）今後の事業スケジュール等
・１４-１工区(1.8ｋｍ)は引き続き事業を推進し、平成２７年度に完成４車線で供用する予定です。
・１４-２工区～１６工区(6.4ｋｍ)は調査設計、用地買収を推進していきます。

凡例

事業中
供用済（４車線）



平成26年11月4日 土第1500号
近畿地方整備局事業評価監視委員会に諮る対応方針（原案）の作成に係る意見照会
について（回答）

■兵庫県知事

一般国道２号相生有年道路は、西播磨地域における物流交通の大動脈であるとともに

、沿道住民の日常生活や災害時の緊急輸送を支えるなど、重要な役割を担っている。

当該区間は、２車線にもかかわらず１日に約25,000台／日の交通量があり、交通容量を

大幅に超えていること、また、大型車混入率も52％と極めて高いことから、朝・夕を中心と

して慢性的な渋滞が発生し、沿道騒音も環境基準を超過するなど、交通環境の改善が課

題となっている。

このことから、安全で円滑な交通確保と環境改善を図るため、現道拡幅、バイパス整備

による４車線化事業の推進に、引き続き取り組んでいただきたい。

なお、ＪＲ有年駅周辺では、赤穂市が本道路のバイパス区間を含めた有年土地区画整

理事業を進めており、区画整理事業の進捗と整合を図りつつ、一層の事業推進をお願い

する。

関係自治体の意見
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一般国道2号 相生有年道路



対応方針（原案）

5

事 業 継 続

一般国道2号 相生有年道路
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有
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道路は、事業の必要性等に関する視点に
変更はなく、事業の進捗の見込みの視点から継続が
妥当と判断できる。 
 引き続き事業を推進し、早期の開通を目指すことが
適切である。 










